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①旧市域対象 
＜高田公園オーレンプラザ周辺＞  
☆内  容 ポイ捨てごみ回収 
☆参加者数 ３８名 

 
②頸北支所対象 
＜柿崎区総合事務所周辺＞  
☆内  容 周辺除草・清掃   
☆参加者数 ２８名 

 

③板倉区域対象 
＜板倉区総合事務所周辺＞  
☆内  容 施設・沿道周辺ごみ回収 
☆参加者数 ２２名 

 
④中郷区域対象(新規) 
＜中郷区総合事務所周辺＞  
☆内  容 敷地周辺除草 
☆参加者数 １４名 

 

  

 

   

   

   

 

 

 

  

        

  

☆４月の配分金・派遣賃金の振込日は 2５日（火）です☆ 
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令和５年度 事務局の職員体制について（お知らせ） 

令和５年度の業務開始にあたり、事務局の職員体制に変更がありますので、お知らせし

ます。今年度も引き続きよろしくお願いします。 

＜本 所＞ 

＜支 所＞ 

■事務局長 矢 澤 正 勝 

■事務局次長 池 田  崇 

■管理係 

管理係長 原 田 敬 子 

主  事 坂井菜見子 

■業務係 

業務係長 小 林 朋 寛 

主  任 樋 口  藍 

嘱託職員 植 木 幸 雄 

〃   平 田 雄 一 

   〃   古 木 真 弓 

   〃   長谷川由香 

   〃    小 暮 厚 子  

 就業開拓員 矢嶋  威 

 

■支 所 長 池 田  崇 

■嘱託職員 野 口 理 恵 

   〃   佐 野 謙 一 

＊支所長は常駐しません 

 

新採用職員を紹介します 

 

  

 

 
小暮厚子嘱託職員 

 

４月１日付けで新たに本所職
員として小暮厚子嘱託職員が採
用されました。 
しばらくの間は研修しながら

の業務対応になりますので、会員

の皆さんと接する機会は少ない
と思いますが、他の職員共々よろ
しくお願いします。 

 

 
○圧倒的な耐久力と飛石対策。草刈りなら「隼」にお任せを！  

○刃室をなくすことで石飛が大幅に軽減。 

○超微粒子超硬を採用し 2倍以上長持ち(当社比) 

○様々な環境に適したチップソーです！ 

【商品名】隼(はやぶさ)  

【メーカー】株式会社 トリガー 

【価  格】1枚(1,300円前後・幅あり) 

【サイズ】・外径 255mm  ・刃数 34  

・刃厚 1.9mm ・台金厚 1.2mm ・穴径 25.4  

 (※大小、刃数等で数種類あり) 

 

先日、職員が長岡市シル

バーへ業務視察に行った

際、刈り払い機のチップソー

を「隼(はやぶさ)」に替えたと

ころ、飛び石事故が大幅に軽

減したとの話がありました。 

参考情報としてお伝えしま

す。(紹介の内容はメーカー

の資料によります。) 

飛び石防止チップソー「隼(はやぶさ)」のご紹介 情報提供(参考にして下さい) 

 

３月３１日付で住谷美和子

嘱託職員が退職 

しました。 

大変お世話にな 

りました。 

 

退
職
職
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1504162965/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NzamMuanAvcHVibGljL191cGxvYWQvdHlwZTAwNl8yMDFfMS9pbWFnZS9pbWFnZTFfMTQzOTMzNjk5MjEuanBn/RS=%5eADBFFmFlgvsIqshFHvv0eh1EfD.Cio-;_ylt=A2RCMZMVY6ZZSkAAZRCU3uV7


            

 

 

 

 

 

上越市シルバー人材センターのホームページもご覧下さい。 
ＵＲＬ: http://www.joetsu-sjc.jp/ 

 

依頼されても家庭ごみの処分(収集・運搬)は勝手に出来ません。違法です! 

先日、冬囲いの古材をクリーンセンターに搬入した会員が、センター受付係員から「シルバー

さんは廃棄物の収集運搬許可業者ではないので、ごみの受け入れは出来ない」と、搬入を拒ま

れる事案が発生しました。市生活環境課に詳細を確認したところ、この事例については受付係

員の勘違いであることが判明しました。 

ただ、この話し合いの中で「シルバー人材センターは廃棄物の収集運搬許可業者ではないの

に、家庭ごみの処分(収集・運搬)を仕事として行っており、その様なケースが多く見受けられ

る。「冬囲いで発生したごみ」、「剪定で発生した枝木」、「草刈りのごみ」など請負った業務で発

生したものは良いが、それ以外の家庭ごみの処分を頼まれて持って来ても、シルバーはその許

可を受けていないからクリーンセンターとして受入れは出来ない」ということでした。 

 家庭ごみの収集・運搬については市町村から業務委託又は許可を受けた業者しか行えませ

ん。このため家庭ごみについてはクリーンセンターだけでなく、不燃物処理を行う上越マテリア

ル等への搬入も違法となります。 

従って「家屋や倉庫の片付け、ごみの処分」等の業務については「片付け・整理」までは受注

可能ですが、処分(収集・運搬)については出来ません。仕事先で発注者に依頼されても勝手に

受注することの無いように徹底をお願いします。 (シルバー全体の搬入禁止につながります) 
 

 

就業中のマスクの着用について(新型コロナ感染症関連) 

令和５年３月１３日からマスクの着用については

個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判

断に委ねることになりましたが、事業者が感染対策

上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員

にマスクの着用を求めることは許容されます。 

このことから就業先の事業所や施設、あるいは

仕事先の一般家庭内においてマスクの着用を求

められた場合は、その指示に従ってマスクの着用

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

●剪定作業で出た枝 

クリーンセンター 

現場で発注者からクリーンセンターへ
の運搬を相談されても断って下さい 

× 

○ 

 
●家などの整理で出たごみ 

 

★令和５年３月１３日以降、マスク着用は個人の判断が基本となりましたが?? 

 

就業中はマスクの
着用をお願いしま
す 

 

と、言われたら 

 
就業先の事業所や

家庭でマスク着用

をお願いされたら 

 

<運搬> <搬入> 

ダメ 
 

 

 


